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（提案１） 

 

東日本大震災復興支援委員会運営要綱（平成２３年１０月５日第１３８回幹事会決定）の一部を次のように改正する。 

 改 正 後  改 正 前 

（略） 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会をおく。 

分科会 調査審議事項 構成 設置期限 

（略） （略） （略） （略） 

汚 染 水 問

題 対 応 検

討分科会 

東京電力福島第

一原子力発電所

の汚染水問題へ

の対応に関する

こと 

会長及び会長

が指名する副

会長並びに会

員又は連携会

員合わせて 20

名以内 

平成26年9月30

日 

 

（略） 

 

（略） 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会をおく。 

分科会 調査審議事項 構成 設置期限 

（略） （略） （略） （略） 

（新規設置） 

 

（略） 

 

附 則 
この決定は、決定の日から施行する 

資料５－別添１ 
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東日本大震災復興支援委員会分科会の設置について 

 

分科会等名：汚染水問題対応検討分科会 

 

１ 所属委員会名 東日本大震災復興支援委員会 

２ 委員の構成
会長、会長の指名する副会長及び会員又は連携会員合わせて 20 名

以内 

３ 設 置 目 的 東京電力福島第一原子力発電所の事故（福島原子力事故）に起因

する環境汚染は極力防がねばならない。特に汚染水問題には、喫緊

の課題が多くあることが明らかになっている。地下水の制御やタン

ク等への適切な貯蔵、防水壁の設置など、必要な対策を速やかに実

行することが求められている。国際原子力機関（IAEA）からも本問

題について「緊急の課題」と表明される事態となっている。 

福島原子力事故への対応について日本学術会議は、総合工学委員

会に原子力事故対応分科会を設置し専門家による検討を行ってき

たが、汚染水問題の現状は原子力の専門家だけで対処できる状況で

はなくなりつつあると考えられ、土木工学・建築学をはじめ、関連

分野の専門家の総力を集めた検討・対策が求められている。 

そこで、本分科会では、東京電力福島第一原子力発電所における

汚染水問題について総合的な検討を行うとともに、中長期的な対策

のあり方についても考察し、それらに関する技術的な課題克服へ向

けた助言・提言を行い、今後の汚染水問題対策に資することを目的

とする。 

４ 審 議 事 項 ○東京電力福島第一原子力発電所の汚染水問題への対応に関する

こと 

〇汚染水対策の体制に関すること 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成 25 年 9 月 24 日～平成 26 年 9 月 30 日 

常  設 

６ 備    考 ※新規設置 
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【幹事会附置委員会】 
○委員の決定(新規１件) 

 

（ 東日本大震災復興支援委員会 汚染水問題対応検討分科会 ） 

氏   名 所 属  ・  職 名 備考 推薦等 

丸井  浩 
東京大学大学院人文社会系研

究科教授 
第一部会員 副会長 

山川 充夫 
帝京大学経済学部地域経済学

科教授 
第一部会員 第一部 

春日 文子 
国立医薬品食品衛生研究所安

全情報部長 
第二部会員 会長 

家  泰弘 東京大学物性研究所教授 第三部会員 会長 

大西  隆 

東京大学名誉教授、慶應義塾大

学大学院政策･メディア研究科

特別招聘教授 

第三部会員 会長 

嘉門 雅史 香川高等専門学校校長 第三部会員 第三部 

和田  章 東京工業大学名誉教授 第三部会員 第三部 

小池 俊雄 
東京大学大学院工学系研究科

教授 
連携会員 第三部 

柴田 德思 
公益社団法人日本アイソトー

プ協会常務理事 
連携会員 副会長 

中西 友子 
東京大学大学院農学生命科学

研究科教授 
連携会員 第二部 

圓山 重直 東北大学流体科学研究所教授 連携会員 副会長 

矢川 元基 
公益財団法人原子力安全研究

協会理事長、東京大学名誉教授
連携会員 第三部 

 
 



4 
 

（提案２） 

【幹事会附置委員会】 

○委員の決定(新規１件) 

 

（ 科学研究における健全性の向上に関する検討委員会 臨床試験制度検討分科会 ） 

氏   名 所 属  ・  職 名 備考 推薦等 

小幡 純子 上智大学大学院法学研究科教授 第一部会員 副会長 

小林 良彰 慶應義塾大学法学部教授 第一部会員 会長 

後藤 弘子 
千葉大学大学院専門法務研究科

教授 
第一部会員 会長 

橋田  充 京都大学大学院薬学研究科教授 第二部会員 第二部 

宮坂 信之 東京医科歯科大学名誉教授 第二部会員 第二部 

山本 正幸 
公益財団法人かずさ DNA 研究所

所長 
第二部会員 会長 

土井美和子 
株式会社東芝研究開発センター

首席技監 
第三部会員 第三部 

保立 和夫 
東京大学大学院工学系研究科電

気系工学専攻教授 
第三部会員 第三部 

北島 政樹 国際医療福祉大学学長 連携会員 第二部 

曽根 三郎 ＪＡ高知病院院長 連携会員 第二部 

三木 浩一 
慶應義塾大学大学院法務研究科

教授 
連携会員 第一部 

矢野 栄二 

帝京大学医学部衛生学公衆衛生

学講座主任教授・同大学院公衆

衛生学研究科長 

連携会員 第二部 

 



別表第１ 別表第１

分野別委員会 調査審議事項 構成 備考 分野別委員会 調査審議事項 構成 備考

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

経営学分野の大学院教育
課程編成上の参照基準の
検討に関すること

 １０名以内の
会員又は連
携会員

設置期間：
平成25年9
月24日～平
成26年9月
30日

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

統合生物学委員会に記載 統合生物学
委員会に記載

設置期間：
平成24年12
月21日～平
成25年12月
31日

統合生物学委員会に記
載

統合生物学
委員会に記
載

設置期間：
平成24年12
月21日～平
成25年9月
30日

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

生物学分野における教育課
程編成上の参照基準の検
討

２０名以内の
会員又は連
携会員

設置期間：
平成24年12
月21日～平
成25年12月
31日

生物学分野における教育
課程編成上の参照基準
の検討

２０名以内の
会員又は連
携会員

設置期間：
平成24年12
月21日～平
成25年9月
30日

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

（略） （略）

（略） （略）

統合生物学委員会 （略） 統合生物学委員会 （略）

基礎生物学委員会・統
合生物学委員会合同生
物学分野の参照基準検
討分科会

基礎生物学委員会・統合
生物学委員会合同生物
学分野の参照基準検討
分科会

（略） （略）

基礎生物学委員会 （略） 基礎生物学委員会 （略）

基礎生物学委員会・統
合生物学委員会合同生
物学分野の参照基準検
討分科会

基礎生物学委員会・統合
生物学委員会合同生物
学分野の参照基準検討
分科会

（略） （略）

（新規設置）

経営学委員会 （略）

経営学委員会経営学大
学院における質保証検
討分科会

（提案３）

分野別委員会運営要綱（平成２３年９月１日日本学術会議第１３３回幹事会決定）の一部を次のように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

分科会等

経営学委員会

分科会等

（略）

総合工学委員会・機械
工学委員会合同計算科
学シミュレーションと工学
設計分科会

総合工学委員会・機械工
学委員会合同計算科学
シミュレーションと工学設
計分科会

（略）

（略） （略）

（略）総合工学委員会 総合工学委員会
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総合工学委員会・機
械工学委員会合同計
算科学シミュレーショ
ンと工学設計分科会
設計とシミュレーショ
ンを結びつける小委
員会

1.設計の現状についての検
討
2.設計の視点から見たシ
ミュレーションのあり方につ
いての検討
3.設計とシミュレーションを
結びつけるための検討
4.設計の視点から見たシ
ミュレーションの新たな学問
体系に関しての検討
5.上記の検討に基づき、学
術的・技術的課題のまとめ
に係る審議に関すること

２０名以内の
会員、連携会
員又は会員
若しくは連携
会員以外の
者

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

総合工学委員会・機
械工学委員会合同計
算科学シミュレーショ
ンと工学設計分科会
設計とシミュレーショ
ンを結びつける小委
員会

総合工学委員会に記載 総合工学委
員会に記載

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

電気電子工学委員会 （略） （略） (略） 電気電子工学委員会 （略） （略） (略）

電気電子工学分野における
教育課程編成上の参照基
準の検討に関すること

２０名以内の
会員又は連
携会員

設置期間：
平成25年9
月24日～平
成26年9月
30日

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

附則
この決定は、決定の日から施行する。

機械工学委員会

（略）

（略）

（新規設置）

（略） （略）

（新規設置）

電気電子工学委員会電
気電子工学分野の参照
基準検討分科会

（略）

（新規設置）

（略）

（略）

総合工学委員会・機械
工学委員会合同計算科
学シミュレーションと工学
設計分科会

総合工学委員会・機械工
学委員会合同計算科学
シミュレーションと工学設
計分科会

（略） （略）

機械工学委員会

（略）
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経営学委員会分科会の設置について 
 

分科会等名：経営学大学院における質保証検討分科会  

 
１ 所属委員会名 経営学委員会 
２ 委員の構成 １０名以内の会員又は連携会員 
３ 設 置 目 的 近年わが国では、欧米に倣い学士教育を修了した学生が社会で

実務を経験した後、経営学修士（ビジネススクール）へ再入学す

るケースが増えており、これに伴い経営専門職大学院の設置が増

加している。この事から、従来型の修士課程における経営学教育

はもとより経営専門職大学をも含めた、「経営学大学院修士課程」

における教育の質を保証する為に、経営学修士が最低限どのよう

な知識、思考様式と実践力を修得しておくべきかの基準を明確に

する必要がある。社会科学の中でも経済学、法学、政治学などと

区別された経営学独自の知識体系や思考様式を明確にした上で、

同時に、情報技術の普及や学生の生活様式の変化の中で、それら

を経営関連分野の教育にいかに取り込むかを検討し、修士課程に

ふさわしい具体的な教育課程及び教育方法を開発する必要があ

る。なお、検討過程においては、教育界、産業界、行政などとも

協力し、また工学や数学など経営と関わる広い分野の研究者との

意見交換を意図している。 

経営学委員会では、2012 年 8 月に「大学教育の分野別質保証の

ための教育課程編成上の参照基準・経営学分野」を取りまとめ、

また、同提言を取りまとめる以前の 2010 年 4 月から「経営学教

育の在り方検討分科会」を設置し、経営学の専門分野においてど

のような基本的知識・能力・技能を修得しておくべきかを検討し

てきた。本分科会では、これまでの学士教育における検討内容を

踏まえた上で、経営学修士課程として社会的にも認知される質の

保証をどのように具体化すべきかを検討し、提言を取りまとめ

る。 
４ 審 議 事 項 1．経営学、経営技術、経営情報学士、経営数学などの経営学関連

諸修士課程では、それぞれの専門分野においてどのような基本

的知識・能力・技能を修得しておくべきかをまとめる。 
2. 経営学関連諸修士課程では、各分野固有の考え方と、それらを

融合した考え方をどのように体得しておくべきかをまとめる。

3. 経営学関連諸修士課程において修得すべき知識と思考様式、及

び技能などの実践的力量を教育するためにどのような教育課

程及び教育方法があるかをまとめる。 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成 25 年 9 月 24 日～ 26 年 9 月 30 日 
常  設 

６ 備    考 ※新規設置 
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基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同分科会の設置について 
 
分科会等名： 生物学分野の参照基準検討分科会   

 
１ 所属委員会名 基礎生物学委員会 

○統合生物学委員会 
２ 委員の構成 ２０名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会は、平成２２

年７月２２日に取りまとめ、同年８月１７日に文科省に手交

した、「回答 大学教育の分野別質保証の在り方について」

において、学士課程教育の分野別の質保証のために、各分野

の教育課程編成上の参照基準を策定すべきことを述べた。 
このことを受けて、生物学分野における教育課程編成上の

参照基準を検討するため、本分科会を設置するものである。

４ 審 議 事 項 生物学分野における教育課程編成上の参照基準の検討 

５ 設 置 期 間 平成２４年１２月２１日～平成２５年９月３０日 
（上記期限を平成２５年１２月３１日までに延長） 

６ 備 考 ※設置期間の延長 
分科会における報告書の審議が続いており、完成に時間を

要すると思われるため。 
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総合工学委員会・機械工学委員会合同 計算科学シミュレーションと工学設計分科会

小委員会の設置について 
 

分科会等名：設計とシミュレーションを結びつける小委員会 

 

１ 所属委員会名 ○ 総合工学委員会 
機械工学委員会 

２ 委員の構成 ２０名以内の会員、連携会員又は会員若しくは連携会員以外

の者 
３ 設 置 目 的 大学や社会における設計教育や設計者の育成は今後の日

本を支える重要な検討項目である。このような背景に鑑み、

計算科学シミュレーション（以下、シミュレーション）を設

計の視点から検討することにより、シミュレーションの新た

な展開に結びつけるための検討を行う。 

シミュレーションは現象を結果から分析評価し、数理的に

表現、解析可能とする学問体系である。一方で設計はシミュ

レーションとは逆に解（結果）を予測、評価、表現可能とす

るプロセスに関する学問体系である。設計とシミュレーショ

ンはこのように一見相反関係にあるが実はその構成技術に

関しては多くの共通点を有している。そこで、設計とシミュ

レーションの共通性、補完性、相反性を明らかにすることに

より、設計の視点からシミュレーションのあるべき姿を描

き、シミュレーションの新たな学問体系に関する検討を行

う。あわせて、設計教育や設計者の育成の在り方に関しても

検討を行う。 

４ 審 議 事 項 1. 設計の現状について検討する。 

2. 設計の視点から見たシミュレーションの現状と在り方

について検討する。 

3. 設計とシミュレーションを結びつけるための検討を行

う。 

4. 設計の視点から見たシミュレーションの新たな学問体

系に関して検討する。 

5. 上記の検討に基づき、学術的・技術的課題をまとめる。

５ 設 置 期 間 時限設置 年 月  日～   年  月  日 

常 設 
６ 備    考 ※新規設置 
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電気電子工学委員会分科会の設置について 
 
分科会等名： 電気電子工学分野の参照基準検討分科会   

 
１ 所属委員会名 電気電子工学委員会 

２ 委員の構成 ２０名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会は、平成２２

年７月２２日に取りまとめ、同年８月１７日に文科省に手交

した、「回答 大学教育の分野別質保証の在り方について」

において、学士課程教育の分野別の質保証のために、各分野

の教育課程編成上の参照基準を策定すべきことを述べた。 

このことを受けて、電気電子工学分野における教育課程編

成上の参照基準を検討するため、本分科会を設置するもので

ある。 

４ 審 議 事 項 電気電子工学分野における教育課程編成上の参照基準の

検討に関すること 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成２５年９月２４日～平成２６年９月３０日 

常  設 

６ 備 考 ※ 新規設置 
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【分野別委員会】 

○委員の決定(新規２件) 

 

（ 経営学委員会 経営学大学院における質保証検討分科会 ） 

氏   名 所 属  ・  職 名 備  考 

藤本 隆宏 東京大学大学院経済学研究科教授 第一部会員 

奥林 康司 大阪国際大学ビジネス学部教授 連携会員 

藤永  弘 
青森公立大学大学院経営経済学研究科

教授 
連携会員 

伊藤 邦雄 一橋大学大学院商学研究科教授 連携会員 

 

 

（ 電気電子工学委員会 電気電子分野の参照基準検討分科会 ） 

氏   名 所  属  ・  職  名 備  考 

保立 和夫 東京大学大学院工学系研究科教授 第三部会員 

渡辺美代子 
独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略

センターフェロー 
第三部会員 

井筒 雅之 早稲田大学理工学術院教授 連携会員 

大西 公平 慶応義塾大学理工学部教授 連携会員 

小林 一哉 中央大学理工学部教授 連携会員 

柴田  直 
公益社団法人応用物理学会物理系学術誌刊行

センターAPEX/JJAP 専任編集長 
連携会員 

津田 俊隆 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授 連携会員 

波多野睦子 東京工業大学理大学院工学研究科教授 連携会員 
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【小委員会】 
○委員の決定（新規１件） 

 
（ 総合工学委員会・機械工学委員会合同 計算科学シミュレーションと工学設

計分科会 設計とシミュレーションを結びつける小委員会 ） 
 氏   名    所  属  ・  職  名  備  考 

木村 文彦 法政大学理工学部教授、東京大学名誉教授 第三部会員 

萩原 一郎 
明治大学研究・知財戦略機構 特任教授、先端

数理科学インスティテュート副所長、東京工業

大学名誉教授 
第三部会員 

大富 浩一 株式会社東芝研究開発センター参事 連携会員 

金田千穂子 株式会社富士通研究所専任研究員、 
大阪大学特任教授 連携会員 

小林 敏雄 財団法人日本自動車研究所副理事長・研究所

長、東京大学名誉教授 連携会員 

白鳥 正樹 横浜国立大学名誉教授・横浜国立大学安心･安

全の科学研究教育センター特任教授 連携会員 

高橋 桂子 独立行政法人海洋研究開発機構地球シミュレ

ータセンタープログラムディレクター  連携会員 

兵頭 志明 兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究

科教授 連携会員 

 



○
日
本
学
術
会
議
規
則
第

号

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
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き
、
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学
術
会
議
会
則
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を
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す
る
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。

平
成

年

月

日

日
本
学
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会
議
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長

○
○
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○

日
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学
術
会
議
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則
の
一
部
を
改
正
す
る
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日
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学
術
会
議
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則
（
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成
十
七
年
日
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学
術
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議
規
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第
三
号
）
の
一
部
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次
の
よ
う
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る
。

「
第
十
一
章

若
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ー
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第

「
第
十
一
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
四
条
）

第
十
二
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
五

目
次
中

第
十
二
章

日
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学
術
会
議
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学
術
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三
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第
十
三
章

雑
則
（
第
三
十
六
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―
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八
条
）

」
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十
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雑
則
（
第
三
十
七
条
―

三
十
四
条
）

条
）

に
改
め
る
。
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術
研
究
団
体
（
第
三
十
六
条
）

第
三
十
九
条
）

」

第
十
三
章
中
第
三
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
三
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
三
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、

同
章
を
第
十
四
章
と
す
る
。

第
十
二
章
中
第
三
十
五
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
同
章
を
第
十
三
章
と
す
る
。

第
十
一
章
中
第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
同
章
を
第
十
二
章
と
す
る
。

第
十
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー

（
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
）

第
三
十
四
条

学
術
会
議
に
、
若
手
科
学
者
の
連
携
を
図
り
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
を
置
く
。

２

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

別
表
提
言
の
項
及
び
報
告
の
項
中
「
又
は
分
科
会
」
を
「
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
日
本
学
術
会
議
会
則
（
平
成
十
七
年
日
本
学
術
会
議
規
則
第
三
号
）
改
正
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
一
章
～
第
九
章

（
略
）

第
十
章

地
区
会
議
（
第
三
十
三
条
）

第
十
章

地
区
会
議
（
第
三
十
三
条
）

第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
（
第
三
十
四
条
）

（
新
設
）

第
十
二
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
五
条
）

第
十
一
章

栄
誉
会
員
（
第
三
十
四
条
）

第
十
三
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
（
第
三
十
六
条
）

第
十
二
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
（
第
三
十
五
条
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
三
十
七
条
―
第
三
十
九
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
八
条
）

本
文

本
文

第
十
章

地
区
会
議

第
十
章

地
区
会
議

（
地
区
会
議
）

（
地
区
会
議
）

第
三
十
三
条

学
術
会
議
に
、
地
域
社
会
の
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る

第
三
十
三
条

学
術
会
議
に
、
地
域
社
会
の
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
地

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員
又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
地

区
会
議
を
置
く
。

区
会
議
を
置
く
。

２

地
区
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

２

地
区
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

第
十
一
章

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー

（
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
）

第
三
十
四
条

学
術
会
議
に
、
若
手
科
学
者
の
連
携
を
図
り
、
そ
の
活

（
新
設
）

動
を
通
じ
て
学
術
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員

又
は
連
携
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
を
置
く
。

２

若
手
ア
カ
デ
ミ
ー
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
が
定
め
る
。

第
十
二
章

栄
誉
会
員

第
十
一
章

栄
誉
会
員

（
栄
誉
会
員
）

（
栄
誉
会
員
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）
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第
十
三
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体

第
十
二
章

日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体

（
日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
）

（
日
本
学
術
会
議
協
力
学
術
研
究
団
体
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
十
四
章

雑
則

第
十
三
章

雑
則

（
外
部
評
価
）

（
外
部
評
価
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

（
幹
事
会
へ
の
委
任
）

（
幹
事
会
へ
の
委
任
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

（
会
則
の
改
正
）

（
会
則
の
改
正
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

種
類

表
出
主
体

定
義

種
類

表
出
主
体

定
義

要
望

（
略
）

（
略
）

要
望

（
略
）

（
略
）

声
明

（
略
）

（
略
）

声
明

（
略
）

（
略
）

提
言

部
、
委
員
会
、
分

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

提
言

部
、
委
員
会
又
は

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

科
会
又
は
若
手
ア

部
、
委
員
会
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ

分
科
会

部
、
委
員
会
又
は
分
科
会
が
実
現
を
望

カ
デ
ミ
ー

デ
ミ
ー
が
実
現
を
望
む
意
見
等
を
発
表

む
意
見
等
を
発
表
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

報
告

部
、
委
員
会
、
分

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

報
告

部
、
委
員
会
又
は

法
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

科
会
又
は
若
手
ア

部
、
委
員
会
、
分
科
会
又
は
若
手
ア
カ

分
科
会

部
、
委
員
会
又
は
分
科
会
が
審
議
の
結

カ
デ
ミ
ー

デ
ミ
ー
が
審
議
の
結
果
を
発
表
す
る
こ

果
を
発
表
す
る
こ
と
。

と
。

回
答

（
略
）

（
略
）

回
答

（
略
）

（
略
）
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（提案５） 
 

委員会委員の委嘱手続に係る規定等を整理するために、日本学術会議の運営に関する内規（平成１７年１０月４日日本学術

会議第１回幹事会決定）等の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（会則第７条第１項に基づく連携会員の候補者の選考の手続） 

第６条の２ 会則第７条第１項に基づく連携会員の候補者の選考の手

続は、次のとおりとする。 

１ （略） 

２ 幹事会は、当該候補者を国際業務に参画させる必要があると認め

た場合又は第１２条第１項第３号及び第２項第５号により当該専門

的事項の審議が行われる委員会の委員として選考した場合に限り、

会則第８条第５項の連携会員の候補者として決定することとする。

 

（委員会の委員の委嘱の手続）  

第12条 

１ （略） 

２ 分野別委員会を除く委員会の委員の委嘱の手続は、別に幹事会が

委員会を構成する者を定める場合にはそれに従い、その他の場合に

は次のとおりとする。 

(1) 会長は、委員の候補者の推薦を、副会長及び各部に依頼する。

(2) 副会長及び各部は、会長の依頼を受け、委員の候補者を、会長

に推薦する。 

(3) 前号の規定による副会長及び各部の推薦とは別に、会長は、必

要に応じ、会員及び連携会員に対して委員の候補の募集を実施す

ることができる。 

 

 （会則第７条第１項に基づく連携会員の候補者の選考の手続） 

第６条の２ 会則第７条第１項に基づく連携会員の候補者の選考の手

続は、次のとおりとする。 

１ （略） 

２ 幹事会は、当該候補者を国際業務に参画させる必要があると認め

た場合又は第１２条第１項第４号により当該専門的事項の審議が行

われる委員会の委員として選考した場合に限り、会則第８条第５項

の連携会員の候補者として決定することとする。 

 

（委員会の委員の委嘱の手続）  

第12条 

１ （略） 

２ 分野別委員会を除く委員会の委員の委嘱の手続は、次のとおりと

する。 

 

(1) 会長は、委員の候補者の推薦を、副会長及び各部に依頼する。 

(2) 副会長及び各部は、会長の依頼を受け、委員の候補者を、会長

に推薦する。 

（新設） 
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(4) 会長は、第２号の規定による副会長及び各部の推薦、前号の規

定による募集の結果及び別に幹事会が定めるところにより会長が

委員会を構成する者を指名することとされている場合における選

定の結果を踏まえ、委員の候補者を、別に幹事会が定める様式に

より、幹事会に推薦する。 

(5) 幹事会は、会長の推薦に基づき委員を選考し、その結果を会長

に回答する。 

(6) 会長は、前号の回答に基づき、委員に委嘱する。 

(3) 会長は、副会長及び各部の推薦を踏まえ、委員の候補者を、別

に幹事会が定める様式により、幹事会に推薦する。 

 

 

 

(4) 幹事会は、会長の推薦に基づき委員を選考し、その結果を会長

に回答する。 

(5) 会長は、前号の回答に基づき、委員に委嘱する。 

 



21 
 

【幹事会附置委員会】 
○日本の展望委員会運営要綱（平成２０年４月８日日本学術会議第５６回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部長、各分科会の委員若干名及び

会員又は連携会員若干名をもって組織する。 

 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部長、各分科会の委員若干名及び

会長の指名する会員又は連携会員若干名をもって組織する。 

 

 

 

○若手アカデミー委員会運営要綱（平成２１年６月２５日日本学術会議第７９回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（組織）  

第３ 委員会は、35名以内の会員及び連携会員をもって組織する。 

 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長の指名する会員及び連携会員をもって組織する。 
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○科学者に関する国際人権問題委員会運営要綱（平成２３年１０月２８日日本学術会議第１３９回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長及び副会長２名（日本学術会議会則第５条第１

号担当及び同条第３号担当）、第一部の３名（うち１名は役員とす

る。）の会員及び第二部、第三部の各２名（うち１名は役員とする。）

の会員並びに会員又は連携会員若干名をもって組織する。 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長及び副会長２名（日本学術会議会則第５条第１

号担当及び同条第３号担当）、第一部の３名（うち１名は役員とす

る。）の会員及び第二部、第三部の各２名（うち１名は役員とする。）

の会員並びに会長の指名する会員又は連携会員若干名をもって組織

する。 

 

 

 

○東日本大震災復興支援委員会運営要綱（平成２３年１０月５日日本学術会議第１３８回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の役員及び５名以内の会員又は

連携会員をもって組織する。 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 設置期限 

災害に強いまち

づくり分科会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に会員又は連携会

員20名以内 

 

（略） 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の役員及び会長の指名する会員

又は連携会員をもって組織する。 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会をおく。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 設置期限 

災害に強いまち

づくり分科会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に幹事会が必要と

認める会員又は連

携会員20名以内 

（略） 
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産業振興・就業

支援分科会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に会員又は連携会

員20名以内 

 

（略） 

放射能対策分科

会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に会員又は連携会

員20名以内 

 

（略） 

災害に対するレ

ジリエンスの構

築分科会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に会員又は連携会

員30名以内 

 

（略） 

福島復興支援分

科会 

 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に会員又は連携会

員20名以内 

 

（略） 

エネルギー供給

問題検討分科会 

 

（略） 

 

会長及び会長の指

名する副会長並び

に会員又は連携会

員20名以内 

 

（略） 

 

産業振興・就業

支援分科会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に幹事会が必要と

認める会員又は連

携会員20名以内 

（略） 

放射能対策分科

会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に幹事会が必要と

認める会員又は連

携会員20名以内 

（略） 

災害に対するレ

ジリエンスの構

築分科会 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に幹事会が必要と

認める会員又は連

携会員30名以内 

（略） 

福島復興支援分

科会 

 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に幹事会が必要と

認める会員又は連

携会員20名以内 

（略） 

エネルギー供給

問題検討分科会 

 

（略） 会長及び会長の指

名する副会長並び

に幹事会が必要と

認める会員又は連

携会員20名以内 

（略） 

 

 



24 
 

○日本学術会議改革検証委員会運営要綱（平成２４年５月２５日日本学術会議第１５２回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 設置期限 

学術と社会及

び政府との関

係改革検証委

員会 

（略） 会長、副会長(日本学

術会議会則第5条第2

号担当)及び会員又

は連携会員10名以内

 

（略） 

学術会議改革

自己点検分科

会 

（略） 会長、副会長(日本学

術会議会則第5条第1

号担当)及び会員又

は連携会員15名以内

 

（略） 

 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 設置期限 

学術と社会及

び政府との関

係改革検証委

員会 

（略） 会長、副会長(日本学

術会議会則第5条第2

号担当)及び会長の

指名する会員又は連

携会員 

（略） 

学術会議改革

自己点検分科

会 

（略） 会長、副会長(日本学

術会議会則第5条第1

号担当)及び会長の

指名する会員又は連

携会員 

（略） 

 

 

 

 

○原子力利用の将来像についての検討委員会運営要綱（平成２４年９月２１日日本学術会議第１６１回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の部長及び25名以内の会員又は

連携会員をもって組織する。 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の部長及び会長の指名する会員

又は連携会員をもって組織する。 
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○大学教育の分野別質保証委員会運営要綱（平成２４年１０月２６日日本学術会議第１６３回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の部長及び会員又は連携会員若

干名をもって組織する。 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 

企画連絡分科会 （略） 会長、会長の指名する副会長、

各部の部長及び会員又は連携

会員若干名 
 

 

（組織）  

第３ 委員会は、会長、副会長、各部の部長及び会長の指名する会員

又は連携会員若干名をもって組織する。 

 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 

企画連絡分科会 （略） 会長、会長の指名する副会長、

各部の部長及び会長の指名す

る会員又は連携会員 
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【機能別委員会】 
○科学者委員会運営要綱（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（分科会等） 

第２ 委員会に、次の表のとおり分科会及び小委員会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 備考

広報分科会 （略） （略）  

男女共同参画分

科会 

（略） 各部の４名以内の会員

及び委員会の５名以内

の委員並びに会員又は

連携会員若干名 

 

 

学術体制分科会 （略） （略）  

学協会の機能強

化方策検討等分

科会 

（略） 各部の２名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに会員又は

連携会員若干名 

 

 

 学術団体の

あり方に関

する調査研

究小委員会 

（略） （略）  

学術の大型研究

計画検討分科会 

（略） 各部の３名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに会員又は

 

 

（分科会） 

第２ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 備考 

広報分科会 （略） （略）  

男女共同参画分

科会 

（略） 各部の４名以内の会員

及び委員会の５名以内

の委員並びに幹事会が

必要と認める会員又は

連携会員若干名 

 

学術体制分科会 （略） （略）  

学協会の機能強

化方策検討等分

科会 

（略） 各部の２名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに幹事会が

必要と認める会員又は

連携会員若干名 

 

 学術団体の

あり方に関

する調査研

究小委員会 

（略） （略）  

学術の大型研究

計画検討分科会 

（略） 各部の３名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに幹事会が

 



27 
 

連携会員若干名 

 

学術誌問題検討

分科会 

（略） 各部の３名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに会員又は

連携会員若干名 

 

 

知的財産検討分

科会 

（略） 各部の３名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに会員又は

連携会員若干名 

 

 

組織運営等検討

分科会 

（略） （略）  

 

必要と認める会員又は

連携会員若干名 

学術誌問題検討

分科会 

（略） 各部の３名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに幹事会が

必要と認める会員又は

連携会員若干名 

 

知的財産検討分

科会 

（略） 各部の３名以内の会員

及び委員会の３名以内

の委員並びに幹事会が

必要と認める会員又は

連携会員若干名 

 

組織運営等検討

分科会 

 （略）  
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○科学と社会委員会運営要綱（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

（分科会等） 

第２ 委員会に、次の表のとおり分科会及び小委員会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 

科学力増進分科

会 

（略） 各部の２名以内の会員及び委

員会の３名以内の委員並びに

会員又は連携会員若干名 

 

 科学力推進

分科会科学

技術リテラ

シー小委員

会 

（略） 副会長（日本学術会議会則第５

条第２号担当）及び会員、連携

会員又は会員若しくは連携会

員以外の者50名以内 

年次報告等検討

分科会 

（略） 副会長（日本学術会議会則第５

条第２号担当）及び各部１名並

びに連携会員若干名 

 

「知の航海」分

科会 

（略） 会員又は連携会員９名以内 

課題別審議検討

分科会 

（略） （略） 

 

課題別審議等査

読分科会 

（略） 委員会の委員及び会員又は連

携会員10名以内 

 

 

（分科会） 

第２ 委員会に、次の表のとおり分科会及び小委員会を置く。 

分 科 会 調査審議事項 構  成 

科学力増進分科

会 

（略） 各部の２名以内の会員及び委

員会の委員３名並びに幹事会

が必要と認める連携会員若干

名 

 科学力推進

分科会科学

技術リテラ

シー小委員

会 

（略） 副会長（日本学術会議会則第５

条第２号担当）及び分科会の長

が必要と認める会員、連携会員

又は会員若しくは連携会員以

外の者50名以内 

年次報告等検討

分科会 

（略） 副会長（日本学術会議会則第５

条第２号担当）及び各部１名並

びに幹事会が必要と認める連

携会員若干名 

「知の航海」分

科会 

（略） 幹事会が必要と認める会員又

は連携会員９名以内 

課題別審議検討

分科会 

（略） （略） 

 

課題別審議等査

読分科会 

（略） 委員会の委員及び幹事会が必

要と認める会員又は連携会員

10名以内 
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政府、社会及び

国民等との連携

強化分科会 

（略） 会長、副会長（日本学術会議会

則第５条第２号担当）及び会員

又は連携会員20名以内 

 
 

政府、社会及び

国民等との連携

強化分科会 

（略） 会長、副会長（日本学術会議会

則第５条第２号担当）及び幹事

会が必要と認める会員又は連

携会員20名以内 
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○国際委員会運営要綱（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定） 

改 正 後 改 正 前 

 

別表１ 

分 科 会 調査審議事項 構  成 備 考

国際会議主催等

検討分科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）及び各部推薦の会

員各２名並びに会員又

は連携会員若干名 

 

 

 

アジア学術会議

分科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）及び各部推薦の会

員各２名以内並びに会

員又は連携会員若干名

を合わせて10名以内 

 

 

 

日本・カナダ女

性研究者交流分

科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）及び会員又は連携

会員若干名 

 

 

持続可能な社会

のための科学と

（略） 委員会の委員３名以内

並びに会員又は連携会

 

 

別表１ 

分 科 会 調査審議事項 構  成 備 考 

国際会議主催等

検討分科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）及び各部推薦の会

員各２名並びに委員

長が必要と認める会

員又は連携会員若干

名 

 

アジア学術会議

分科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）及び各部推薦の会

員各２名以内並びに

委員長が必要と認め

る会員又は連携会員

若干名を合わせて10

名以内 

 

日本・カナダ女

性研究者交流分

科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）及び委員長が必要

と認める会員又は連

携会員若干名 

 

持続可能な社会

のための科学と

（略） 委員会の委員３名以

内並びに委員長が必
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技術に関する国

際会議2013分科

会 

員25 名以内 

Gサイエンス及

びICSU分科会 

（略） 会長及び副会長（日本

学術会議会則第５条第

３号担当）並びに会員

又は連携会員若干名 

 

 

（略） （略） （略） （略）

国際対応戦略立

案分科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）並びに会員又は連

携会員若干名 

 

 

（略） （略） （略） （略）

 

別表２ 

小分科会 調査審議事項 構成 備考 

ウブントゥ連合

小分科会 

（略） アジア学術会議分科会

委員１名並びに会員又

は連携会員若干名 

 

 

（略）

ICSU附置委員会

対応小分科会 

（略） 会長及び副会長（日本

学術会議会則第５条第

３号担当）並びに会員

（略）

技術に関する国

際会議2013分科

会 

要と認める会員又は

連携会員25 名以内 

Gサイエンス及

びICSU分科会 

（略） 会長及び副会長（日本

学術会議会則第５条

第３号担当）並びに委

員長が必要と認める

会員又は連携会員 

 

（略） （略） （略） （略） 

国際対応戦略立

案分科会 

（略） 副会長（日本学術会議

会則第５条第３号担

当）並びに委員長が必

要と認める会員又は

連携会員若干名 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

別表２ 

小分科会 調査審議事項 構成 備考 

ウブントゥ連合

小分科会 

（略） アジア学術会議分科会

委員１名並びにアジア

学術会議分科会委員長

が必要と認める会員又

は連携会員 

（略） 

ICSU附置委員会

対応小分科会 

（略） 会長及び副会長（日本

学術会議会則第５条第

３号担当）並びに委員

（略） 
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又は連携会員若干名 

 

IAP附置委員会

対応小分科会 

（略） 会長及び副会長（日本

学術会議会則第５条第

３号担当）並びに会員

又は連携会員若干名 

 

（略）

 

長が必要と認める会員

又は連携会員 

IAP附置委員会

対応小分科会 

（略） 会長及び副会長（日本

学術会議会則第５条第

３号担当）並びに委員

長が必要と認める会員

又は連携会員 

（略） 

 

 

 

 

附 則 

 この決定は、決定の日から施行する 
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（提案６） 
 

●メール審議の実施について 
 

平 成 2 5 年 ９ 月  日 
日本学術会議第  回幹事会決定 

 
１．メール審議の定義 

メール審議とは事前の「SCJ Member Forum」内掲示板における意見交換

又は質疑応答（以下「掲示板意見交換」という。）及び電子メールによる議決

（以下「メール議決」という。）とで構成されるものとする。このうちメール

議決は、日本学術会議会則（平成 17 年 10 月 24 日日本学術会議規則第 3 号）

第 22 条、第 26 条及び第 31 条、日本学術会議の運営に関する内規（平成 17
年 10 月 4 日日本学術会議第 1 回幹事会決定）第 20 条に基づき、日本学術会

議法（昭和 23 年 7 月 10 日法律第 121 号）第 24 条第 1 項及び第 2 項又はこ

れを準用した会議（以下「面談会議又はビデオ会議」という。）を開催せずと

も、部会、連合部会、幹事会、委員会、分科会、小分科会及び小委員会（以

下「委員会等」という。）の議決とするものである。電子メール等を利用して

随時行われる委員会等内での意見交換は、メール審議には含めないこととす

る。 
 
２．メール審議の対象議案 

メール審議は、止むを得ない事情により時間的余裕が少ない、通常の場合か

ら判断して審議時間を多く要しない等の理由により、各部長、連合部会及び幹

事会の議長又は各委員長（以下「委員長」という。）が面談会議又はビデオ会

議を開催して議決するよりも適当であると判断する議案について実施する。 
 
３．メール審議の期間 
  メール審議の期間は、原則として、少なくとも、掲示板意見照会に 1 週間、

メール議決に 3 日間設けることとする。 
 
４．事務局の役割 
（１）事務局は、委員長の指示により、メール審議実施事務に当たることとす

る。 
（２）事務局は、あらかじめ、委員会等の委員全員に各委員のメールアドレス

を各委員及び事務局担当者間で共有して差し支えないことについて了解を

求める。 
（３）事務局は、メール議決に際して、（２）の了解が得られた委員のメールア

ドレスをメールの「TO」又は「CC」の欄に、了解が得られなかった委員の

アドレスを「BCC」の欄に入力し、委員全員に宛てて送信していることを

メール本文において明示し、かつ各委員の意向によって他の委員に回答が

伝えられるようにする。 
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５．掲示板意見交換 

委員長は、メール議決に先立ち、審議事項について掲示板意見交換を行い、

必要に応じて補足説明及び議案や審議方法の修正を行う。 
 
６．メール議決 

メール議決においては、委員は賛成、反対、保留のいずれかを回答する。理

由やコメント等は既に掲示板意見交換で提示されているものであるため、メー

ル議決に際してはそれらを付さないこととする。 
 
７．メール議決の成立 

メール議決の回答期限までに委員の 2 分の 1 以上の回答があったことをも

って、メール審議は成立する。 
 
８．議決結果 

メール議決は、回答の過半数の賛成によって決する。 
 

９．議決結果の通知 
委員長は、回答の選択肢毎の人数及び議決結果を、速やかに委員会等に報告

する。 
 
１０．メール審議の記録管理 

事務局は、メール審議に関する記録を１年間保管する。 
 
１１．その他 

メール審議に不適切な点があった場合等には、委員長はメール議決を中止し、

必要に応じて５． に戻って審議を進める。 
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日本学術会議分野別委員会及び分科会等について（平成２０年１０月２３日日本学術会議第６７回幹事会決定）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
日本学術会議分野別委員会及び分科会等について 

(平成２０年１０月２３日日本学術会議第６７回幹事会決定)

 
Ⅳ  会議の開催、旅費・手当について 
 

①～② （略） 

 

③ 委員の２分の１（定足数）以上の出席（ビデオ会議の参加者は「出席」として扱われます。以下

同じ。）がなければ委員会等は成立しないため、委員会等としての決定や旅費・手当の支給等

ができません（注９）。出席予定委員数が定足数を余裕をもって上回る日を開催日としてくださ

い。 

なお、定足数の算定に当たって、海外赴任者（海外に居所を有し、現に海外に在る者）、出

張者、災害、不足の事故又は健康上の理由で出席できない者については、委員会の構成員全

体の四分の一を上限として、定足数を算定する母数から除外できることとされています（注 10）。

また、委員会等で議決が必要な案件がある場合に、会議（ビデオ会議を含む。以下同じ。）が

開催できない時には、メールや電話、電子掲示板、スカイプその他の電気通信手段により、委

員長が各委員の賛否を確認した上で、委員会等の議決とすることができます (注 11）。この場合

には、会議が成立したものとみなされますが、会議の出席旅費・手当は支給されませんので、あ

らかじめ御了承下さい。このような形で議決を行う場合は、事前に事務局に御連絡いただくとと

もに、通常の会議と同様に、⑥に記す議事要旨を作成いただくことが必要です。 

（注 ９） 委員会の定足数：会則第 31 条、分科会の定足数：内規第 20 条 （何れも、総会の

定足数について規定している法第 24 条第１項の準用）、「ビデオ会議の実施につい

て」（平成２４年１２月２１日日本学術会議第１６７回幹事会決定） 

（注 10） 内規第 21 条 

（注 11) 委員会の議決：会則第 31 条、分科会の議決：内規第 20 条 (何れも、部会の議決

について規定している会則第 22 条の準用) 、「メール審議の実施について」（平成２

５年９月○日日本学術会議第○○回幹事会決定） 

 

日本学術会議分野別委員会及び分科会等について 

(平成２０年１０月２３日日本学術会議第６７回幹事会決定) 

 
Ⅳ  会議の開催、旅費・手当について 
 

①～② （略） 

 

③ 委員の２分の１（定足数）以上の出席（ビデオ会議の参加者は「出席」として扱われます。以下

同じ。）がなければ委員会等は成立しないため、委員会等としての決定や旅費・手当の支給等

ができません（注９）。出席予定委員数が定足数を余裕をもって上回る日を開催日としてくださ

い。 

なお、定足数の算定に当たって、海外赴任者（海外に居所を有し、現に海外に在る者）、出

張者、災害、不足の事故又は健康上の理由で出席できない者については、委員会の構成員全

体の四分の一を上限として、定足数を算定する母数から除外できることとされています（注 10）。 

また、委員会等で議決が必要な案件がある場合に、会議（ビデオ会議を含む。以下同じ。）が

開催できない時には、メールや電話、電子掲示板、スカイプその他の電気通信手段により、委

員長が各委員の賛否を確認した上で、委員会等の議決とすることができます (注 11）。この場合

には、会議が成立したものとみなされますが、会議の出席旅費・手当は支給されませんので、あ

らかじめ御了承下さい。このような形で議決を行う場合は、事前に事務局に御連絡いただくとと

もに、通常の会議と同様に、⑥に記す議事要旨を作成いただくことが必要です。 

（注 ９） 委員会の定足数：会則第 31 条、分科会の定足数：内規第 20 条 （何れも、総会の

定足数について規定している法第 24 条第１項の準用）、「ビデオ会議の実施につい

て」（平成２４年１２月２１日日本学術会議第○○回幹事会決定） 

（注 10） 内規第 21 条 

（注11) 委員会の議決：会則第31 条、分科会の議決：内規第20 条 (何れも、部会の議決に

ついて規定している会則第 22 条の準用) 

 

附則 
この決定は、決定の日から施行する。 

提案７～８は提言等関係のため別添２～３を御覧ください。 
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（提案１０） 

 

日本学術会議協力学術団体への新規申込があった団体の概要 

団体名 団体概要 

日本海洋政策学会 海洋に対する総合的・学際的取組は、国連海洋法条約やリオ

地球サミットで採択された持続可能な開発のための行動計画

という大きな国際的枠組みの中で求められており、本学会は、

これらの動きを海洋政策学という観点からフォローし、必要な

提言を行うことにより、海洋の総合的管理と持続可能な開発に

関する総合的・学際的研究を推進。類似既指定団体として、日

本海洋学会、日本船舶海洋工学会、日本水産学会等があり、そ

れらとの連携協力を行っている。 

芸術科学会 芸術と科学の接点を探り、人類の文化創造に貢献することが

目的。もともとは、コンピューターグラフィックやマルチメデ

イアソフトの研究から始まり、現在では、各種デジタルアート

等の追求を行っている。 

研究集会の共催などを通じ、画像電子学会、映像情報メデイ

ア学会(既指定団体)との連携協力を行っている。 

日本中間子科学会 ミュオン（宇宙線の中にあるミュー粒子）及び中間子ビーム

を用いた研究(中間子科学)の推進のために、会員相互の交流を

図るとともに、中間子科学を発信し、啓蒙することを目的とす

る。なお、日本中性子科学会（類似既指定団体）とは、日本学

術会議の学術の大型研究施設・大型研究計画に関するマスター

プランに連携して申請している。 

地理空間学会 新しい地域現象や最先端の方法論又は分析方法に焦点が当

てられているが、本学会は地理学本来の土地や地域の記述・分

析や地理教育の研究・実践を行うことを目的とする。なお、日

本地理学会や人文地理学会（既指定団体）の会員も多く、連携

して事業を行っている。経済地理学会とは共同で例会を行う予

定。 

提案 11～21 はシンポジウム等関係のため別添４を御覧ください 

提案 22～23 は別添なし 
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